
 

議案第１１４号 

 

川崎市老人福祉・地域交流センター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

川崎市老人福祉・地域交流センター条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

令和４年 ９ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市老人福祉・地域交流センター条例の一部を改正する条例 

 川崎市老人福祉・地域交流センター条例（平成１７年川崎市条例第７８号）

の一部を次のように改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

  地域交流センター事業施設利用料 

種   別 

金   額 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

９時～ 

12時 

１時～ 

４時 

５時～ 

９時 

９時～ 

９時 

 

かわさき 
 

4,580円 4,580円 6,110円 15,270円 

 

 
区画しない

場合 
5,790円 5,790円 7,820円 19,400円 

 

 
 

    

 

第３会議室 2,540円 3,050円 3,560円 9,150円 

和室 1,010円 1,220円 1,420円 3,650円 

 別表の１施設利用料の表備考第１項中「２割増相当額」の次に「（１０円未

満の端数は、切り捨てる。）」を加え、同表備考第２項中「乗じて得た額」の

次に「（１０円未満の端数は、切り捨てる。）」を加え、同表備考第３項中「２

割相当額」の次に「（１０円未満の端数は、切り捨てる。）」を加える。 

別表の２設備利用料の表中「５，０００円」を「５，０９０円」に改め、同

表備考第２項中「２割相当額」の次に「（１０円未満の端数は、切り捨てる。）」

を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

 総合福祉センターの利用料金の上限額を改定するため、この条例を制定する

ものである。 



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

 老人福祉・地域交流センターの利用料金の上限額を改定するため、この条例

を制定するものである。 

 

ホ
ー
ル 高津 

区
画
す
る
場
合 

ホール

Ａ 
2,640円 2,640円 3,560円 8,840円 

ホール

Ｂ 
1,220円 1,220円 1,620円 4,060円 

ホール

Ｃ 
1,930円 1,930円 2,640円 6,500円 

大
広
間
・
多
目
的
室 

かわさき 

大広間 2,240円 2,240円 3,050円 7,530円 

多目的室 810円 810円 1,120円 2,740円 

高津 

区画しない

場合 
3,150円 3,150円 4,260円 10,560円 

区
画
す
る
場
合 

大広間 1,930円 1,930円 2,640円 6,500円 

多目的

室 
1,220円 1,220円 1,620円 4,060円 

工
作
室 

かわさき 
 

 
610円 610円 810円 2,030円 

高津  

料
理
室 

かわさき  

910円 910円 1,220円 3,040円 

高津  

和
室 

かわさき  400円 400円 560円 1,360円 

高津  610円 610円 810円 2,030円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

 

 



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

 老人福祉・地域交流センターの利用料金の上限額を改定するため、この条例

を制定するものである。 
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610円 610円 810円 2,030円 

高津  

料
理
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かわさき  

910円 910円 1,220円 3,040円 

高津  

和
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かわさき  400円 400円 560円 1,360円 

高津  610円 610円 810円 2,030円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

 

 


